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「県立津川漕艇場施設利用促進等補助金」事業の概要（流れ）

漕艇場利用団体等　施設利用申込

① ④

阿賀町教育委員会 宿泊施設

② ⑤

施設利用申請及び補助金交付申請 宿泊施設　選定・確認

③ ⑥

宿泊施設からの請求に伴い、阿賀町教育
委員会から宿泊施設に補助金支払い

施設利用承諾及び補助金交付決定 宿泊申込

⑦

宿泊内容を団体と協議

⑧

宿泊

⑨

宿泊費の請求

宿泊費の１/２または上限額３，５００円
×宿泊者数を差し引いた額を宿泊団体
等に請求

⑩ 宿泊費の１/２または上限額３，５００円
×宿泊者数を阿賀町教育委員会に請
求


